
 

４月１日より「４月１日より「４月１日より「４月１日より「守谷市動物の愛護及び管理に関する条例守谷市動物の愛護及び管理に関する条例守谷市動物の愛護及び管理に関する条例守谷市動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されます」が施行されます」が施行されます」が施行されます    

３月定例会におきまして、「守谷市動物の愛護及び管理

に関する条例」が全会一致で可決されました。 

 

・人と動物にやさしい街づくりを目指して、市が必要な

施策を講ずること。 

・飼い主は終生飼養に努め、やむを得ず飼育できなくな

った際には、新たな飼い主を探すよう努めること。 

・みだりな繁殖防止のため不妊、去勢手術等の必要性。 

 

などが盛り込まれた内容となっております。 

 

動物の命と人の心を守ること、一方で人の生活を守るこ

と、これらは、どちらかを立てれば、どちらかが立たな

くなる、そのような敵対関係に必ずしもあるものではあ

りません。 

 

両方を高い水準でバランスするための、有効な手段は現

時点でも多くあります。 

条例の理念を柱に、今後とも官民協働で具体的な政策の

検討を行ってまいります。 
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